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［申し込みの条件］
１．土岐市内に事業所などのある企業や団体（自治会
やサークル活動団体）などであること

２．土岐市に住民登録がある申請希望者が、おおむね
10人以上のグループであること

３．申込者が会場や机・椅子などを準備できること
※申込条件を満たさない場合は相談してください。
※受付時間は、平日午前10時～午後４時です。

［申し込み～当日の流れ］
①電話で企業等一括申請を申し込む。
②申し込みに必要な書類や交付申請希望者の名簿など
を提出し、日時などを調整

③当日持参する必要な書類などについて、交付申請希
望者へ周知

④交付申請希望者は事前に暗証番号を考えておき、交
付申請書などの書類へ記入をする。

※顔写真も無料で撮影します。
※マイナンバーカードは、即日交付されません。交付
は、受け付けから１～２カ月後です。
※土岐市に住所がない方の申請もお手伝いします。
（本人に代わり、必要事項記載済みの個人番号カー
ド交付申請書を地方公共団体情報システム機構へ送
付します。その後、居住地の市町村からの交付の案
内に従い、カードの交付を受けてください）

マイナンバーカードは、写真付きの公的な身分証明
書として幅広く利用可能です。税の確定申告などのオ
ンラインサービスなどでも利用可能で、10月からは健
康保険証としての利用も始まりました。
申請が済んでない方は、この機会に申請してみませ
んか。詳しくは市ホームページを確認してください。
必要な書類のダウンロードもできます。

 ・ 　市民課住民係（内線113）

市の職員が指定の場所へ出向き、マイナンバーカード申請のお手伝いをします。
出来上がったカードは本人へ「本人限定受取郵便」で送付します。
※必要書類が揃っていない場合は、市役所での受け取りになる場合があります。

マイナンバーカード企業等一括申請
企業や地域団体などの指定する会場で申請を受け付けます

ワクチン接種証明書は12月
中旬頃にデジタル化される予
定です。スマートフォン上の
専用アプリから申請できるよ
うになり、スマートフォン上
で２次元コード付き証明書
（電子版）が発行されます。
スマートフォン上での申請
に当たり、マイナンバーカー
ドによる本人確認が必要にな
ります。
　保健センター（☎552010）

※マイナンバーカードは交付
までに期間を要します。早
めに申請してください。
　市民課住民係（内線113）

新型コロナワクチンの追加接種（３回目接種）の実施方針が国から示され
ました。市においても、国の方針に基づき、追加接種の準備を進めています。
情報は随時、本紙や市ホームページなどでお知らせします。

■　対象者
２回目の接種完了から、原則８カ月以上経過した、18歳以上の方（年齢は

追加接種日時点）
※追加接種では、職種や年齢による優先接種はありません。
対象者には接種時期に合わせて追加接種に必要な接種券を発送する予定です。

■　２回目接種後に土岐市に転入した方
２回目を接種後に土岐市に転入した方は、土岐市で接種記録を確認できな

いため、追加接種（３回目接種）の接種券は発送されません。他の市町村で
２回目の接種を受けた方で、追加接種を希望する方は、接種券の発行に申請
が必要です。詳しくは市ホームページを確認してください。

※まだ１、２回目を接種していない方で、接種希望の方はコールセンターへ
問い合わせください。
0800　―　200　―　7550（午前９時～午後５時）

新型コロナワクチン
追加接種（３回目接種）のお知らせ

ワクチン接種証明書のワクチン接種証明書の
デジタル化についてデジタル化について




